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　例年、3月・4月は引越しに伴う手続きなどで市役所の窓口は大変混雑しています。

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避け

て手続きにお越しくださいますよう、ご協力をお願いします(ただし、届出期間には十分にご注意くだ

さい）。

　住民票は、国民健康保険、国民年金、その他行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切

な情報です。忘れずに手続きをお願いします。

【転入届・転居届(届出期間の延長措置)】
　市外からのお引越し、市内でのお引越しをされた方は、住民票の異動(転入届・転居届等)の手続きが

必要です。異動に関する手続きは、法令により、異動日(引越し等の日)から14日以内に手続きを行う

必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の

取扱いとして、当分の間、14日を過ぎても通常通り手続きをすることができます。

　また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入するケースで、カードを転入後

も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをし

ない場合は自動で失効してしまいます。手続きの際はカードを忘れずに持参してください。

　※ご注意いただきたい点

転入の届出等、異動日(引越し等の日)から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の

転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、

影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。

【転出届(郵送による手続きのご案内)】
　市外へのお引越し(転出届のみ)は、窓口だけではなく郵送による届出も可能です。引越し前の住所(常

陸大宮市)の市民課に、転出届等必要書類を郵送でお送りください。届出の確認を行い、その後転出証

明書(引越し後の市区町村窓口での転入手続きで必要な書類)をお送りしますので、時間に余裕を持って

手続きをお願いします。

　※必要な書類

　　・転出届

　　・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し

　　・返信用封筒(切手を貼ったもの)

引越しの際は住所の異動手続きを忘れずに！


